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※広告の問い合わせは、ＳＴ綜合広告〔０７２(３６８)１２２７・０７２(３６８)１２２８〕へ。

「富田林市きらめき商品券」（プレミアム商品券および子育て応援商品券　「富田林市きらめき商品券」（プレミアム商品券および子育て応援商品券））

は必ず利用期間の11月30日までにご利用ください。利用期間を過は必ず利用期間の11月30日までにご利用ください。利用期間を過ぎぎ

ますとご利用いただけませんますとご利用いただけません。。

また、未使用の商品券は払い戻しできませんのでご注意ください　また、未使用の商品券は払い戻しできませんのでご注意ください。。

ご利用いただける取扱店にはポスター　ご利用いただける取扱店にはポスター、、

ステッカーが掲示されていますステッカーが掲示されています。。

取扱店については、富田林商工会ウェ　取扱店については、富田林商工会ウェブブ

サイトの富田林市きらめき商品券のペーサイトの富田林市きらめき商品券のページジ

〔http://gift.tonshow.or.jp/〕をご覧〔http://gift.tonshow.or.jp/〕をご覧くく

ださい。ださい。　

問い合わせ 富田林市きらめき商品券事務局 〔(23)6900問い合わせ　富田林市きらめき商品券事務局　〔(23)6900〕〕

（土・日曜日、祝日を除く午前10時～午後6時（土・日曜日、祝日を除く午前10時～午後6時））

利用期間利用期間はは11月30日11月30日までまで
富田林市きらめき商品富田林市きらめき商品券券


